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（開示事項の経過）「当社の子会社による訴訟の提起に関するお知らせ」に係る 

訴えの取下げについて 

 

当社の子会社であったクレア株式会社（以下「クレア社」といいます。クレア社は、2021年４

月20日付けの当社保有の全株式譲渡により、当社連結子会社から除外されています。）は、2021年

２月９日付け「当社の子会社による訴訟の提起に関するお知らせ」のとおり、原告として、同年

２月８日にセノーテキャピタル株式会社、岡本武之、株式会社ジールコスメティックス及び株式

会社フォーシーズ（以下「被告ら」といいます。）に対して損害賠償請求訴訟（以下「本件訴訟」

といいます。）を東京地方裁判所に提起しておりましたが、当社は同年６月２日、同裁判所により

本件訴訟が取下げとみなされたことを確認しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．訴えの取下げとみなした裁判所及び年月日 

   東京地方裁判所 2021 年５月 28 日 

 

２．訴えの取下げとみなされた事件の被告ら 

  ・セノーテキャピタル株式会社 

  ・岡本 武之 

  ・株式会社ジールコスメティックス 

  ・株式会社フォーシーズ 

 

３．訴えの取下げとみなされた経緯 

   当社では、2021 年４月 21 日開催の臨時株主総会において取締役の選解任議案が可決され

ました（以下、解任された取締役らを「旧経営陣」、選任された取締役らを「新経営陣」とい

います。）。2021 年２月８日付けの本件訴訟は、旧経営陣のもと、新経営陣及びその関係先等

（注）である被告らの行為が共同不法行為に該当する、との主張により損害賠償を提起した

ものでありましたが、その後、本件訴訟の原告であるクレア社は、2021 年４月 20 日付けで

当社が保有する同社の全株式を第三者に譲渡したことにより、当社連結子会社から除外され

ておりました。 



   クレア社及び同社訴訟代理人弁護士は、本件訴訟の 2021 年４月 27 日付けの口頭弁論期日

に出席せず、さらに一月以内に期日指定の申立てをしなかったことから、同年５月 27 日の経

過により、東京地方裁判所が、本件訴訟の取下げがなされたとみなしたものです。 

 

（注）岡本武之は、現当社代表取締役社長、セノーテキャピタル株式会社は、岡本武之が代表を務める会社、

株式会社ジールコスメティックスは、現当社取締役である前田修が代表を務める会社であります。 

 

以上 


